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こ の 条 例 は 、 令 和 五 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

第 七 条
附 則

（ 委 任 ）

き る 。

第 六 条

（ 処 分 ）

基 金 は 、 第 一 条 の 経 費 の 財 源 に 充 て る 場 合 に 限 り 、 そ の 全 部 又 は 一 部 を 処 分 す る こ と が で

こ の 条 例 に 定 め る も の の ほ か 、 基 金 の 管 理 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、 知 事 が 別 に 定 め る 。

石 川 県 部 制 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を こ こ に 公 布 す る 。

令 和 五 年 三 月 二 十 二 日

用 す る こ と が で き る 。

第 五 条

（ 繰 替 運 用 等 ）

知 事 は 、 財 政 上 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、 確 実 な 繰 戻 し の 方 法 、 期 間 及 び 利 率 を 定 め て

基 金 に 属 す る 現 金 を 歳 計 現 金 に 繰 り 替 え て 、 又 は 予 算 の 定 め る と こ ろ に よ り 歳 入 に 繰 り 入 れ て 運

た だ し 、 こ の 基 金 に 編 入 す る こ と を 妨 げ な い 。

第 四 条
け れ ば な ら な い 。

（ 管 理 ）

と い う 。 ） に お い て 定 め る 額 と す る 。

第 二 条 基 金 と し て 積 み 立 て る 額 は 、 一 般 会 計 歳 入 歳 出 予 算 （ 第 四 条 及 び 第 五 条 に お い て 「 予 算 」

金 」 と い う 。 ） を 設 置 す る 。

第 一 条

（ 設 置 ）
石 川 県 退 職 手 当 基 金 条 例

石 川 県 条 例 第 二 号

令 和 五 年 三 月 二 十 二 日

石 川 県 職 員 退 職 手 当 条 例 （ 昭 和 二 十 九 年 石 川 県 条 例 第 五 号 ）

に 要 す る 経 費 の 財 源 を 確 保 し 、 財 政 の 健 全 な 運 営 に 資 す る た め 、 石 川 県 退 職 手 当 基 金 （ 以 下 「 基

（ 積 立 て ）

第 三 条 基 金 に 属 す る 現 金 は 、 金 融 機 関 へ の 預 金 そ の 他 の 最 も 確 実 か つ 有 利 な 方 法 に よ り 運 用 し な

（ 運 用 益 金 の 処 理 ）

基 金 の 運 用 か ら 生 ず る 収 益 は 、 予 算 に 計 上 し て 、 第 一 条 の 経 費 の 財 源 に 充 て る も の と す る 。

石 川 県 退 職 手 当 基 金 条 例 を こ こ に 公 布 す る 。

今 苫 5 年 3 J = l  2 2  1 3  ( 7 . k l l i  1 3 )  が 涵 お 歯

の 規 定 に よ る 退 職 手 当 の 支 給

石 川 県 知 事 馳

叫
D

享

浩



6 6 法 第 八 十

六 条 の 二 第

二 項 に 規 定

す る 建 築 物

の 各 部 分 の

6 5 法 第 八 十

六 条 の 二 第

一 項 に 規 定

す る 建 築 物

の 新 築 又 は

増 築 等 の 認

定 の 申 請 に

対 す る 審 査

石 川 県 手 数 料 条 例 （ 平 成 十 二 年 石 川 県 条 例 第 七 号 ）

別 表 二 十 六 の 項 中 6 9 を 7 3 と し 、 同 項 6 8 中 「 第 八 十 七 条 の 三 第 六 項 」 を 「 第 八 十 七 条 の 三 第 七 項 」

に 改 め 、 同 項 中 6 8 を 7 2 と し 、 同 項 6 7 中 「 第 八 十 七 条 の 三 第 五 項 」 を 「 第 八 十 七 条 の 三 第 六 項 」 に 改

め 、 同 項 中 6 7 を 7 1 と し 、 6 6 を 7 0 と し 、 6 5 を 6 9 と し 、 6 4 を 6 8 と し 、 そ の 前 に 次 の よ う に 加 え る 。

石 川 県 手 数 料 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

石 川 県 条 例 第 四 号

建 築 物 の 各 部 分 の

高 さ 又 は 容 積 率 の

特 例 許 可 申 請 手 数

料
建 築 物 の 新 築 又 は

増 築 等 認 定 申 請 手

数 料

イ 建 築 物 （ 新 築 又 は 増 築 等 を す る も の に 限

る 。 口 に お い て 同 じ 。 ） の 数 が 一 で あ る 場

合 二 十 二 万 円

ロ 建 築 物 の 数 が 二 以 上 で あ る 場 合 二 十 二

万 円 に 一 を 超 え る 建 築 物 の 数 に 二 万 八 千 円

イ 建 築 物 （ 新 築 又 は 増 築 等 を す る も の に 限

る 。 口 に お い て 同 じ 。 ） の 数 が 一 で あ る 場

合 七 万 八 千 円

ロ 建 築 物 の 数 が 二 以 上 で あ る 場 合 七 万 八

千 円 に 一 を 超 え る 建 築 物 の 数 に 二 万 八 千 円

を 乗 じ て 得 た 金 額 を 加 算 し た 金 額

令 和 五 年 三 月 二 十 二 日

石 川 県 手 数 料 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を こ こ に 公 布 す る 。

こ の 条 例 は 、 令 和 五 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

附 則

第 二 条 第 三 号 □ 中 「 及 び 広 報 」 を 削 る 。

曰 広 報 に 関 す る 事 項

そ の 前 に 次 の よ う に 加 え る 。

石 川 県 知 事 馳

石 川 県 部 制 条 例 （ 昭 和 二 十 七 年 石 川 県 条 例 第 三 十 九 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

浩

第 二 条 第 一 号 中 因 を 出 と し 、 固 を 因 と し 、 四 を 固 と し 、 口 を 四 と し 、 口 を 口 と し 、 日 を 口 と し 、

石 川 県 部 制 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

石 川 県 条 例 第 三 号

今 苫 5 年 3 J = l  2 2  1 3  ( 7 . k l l i  1 3  

石 川 県 知 事 馳 浩

が

の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

涵 お 歯 叫
D

享
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今 苫 5 年 3 J = l  2 2  1 3  ( 7 . k l l i  1 3 )  

別 表 二 十 六 の 項 中 6 1 か ら 6 3 ま で を 削 り 、 同 項 6 0 中 「 既 存 建 築 物 を 除 く 」 を 「 建 築 等 を す る も の に

限 る 」 に 改 め 、 同 項 中 6 0 を 6 4 と し 、 5 9 を 6 3 と し 、 同 項 5 8 中 「 既 存 建 築 物 を 除 く 」 を 「 建 築 等 を す る

も の に 限 る 」 に 改 め 、 同 項 中 5 8 を 6 2 と し 、 5 7 を 6 1 と し 、 同 項 5 6 中 「 第 八 十 五 条 第 六 項 」 を 「 第 八 十

五 条 第 七 項 」 に 改 め 、 同 項 中 5 6 を 6 0 と し 、 同 項 5 5 中 「 第 八 十 五 条 第 五 項 」 を 「 第 八 十 五 条 第 六 項 」

に 改 め 、 同 項 中 5 5 を 5 9 と し 、 3 4 か ら 5 4 ま で を 3 8 か ら 5 8 ま で と し 、 3 3 を 3 7 と し 、 そ の 前 に 次 の よ う に

別 表 二 十 六 の 項 中 3 2 を 3 5 と し 、 2 8 か ら 3 1 ま で を 3 1 か ら 3 4 ま で と し 、 同 項 2 7 中 「 第 五 十 五 条 第 三 項

各 号 」 を 「 第 五 十 五 条 第 四 項 各 号 」 に 改 め 、 同 項 中 2 7 を 3 0 と し 、 そ の 前 に 次 の よ う に 加 え る 。

別 表 二 十 六 の 項 中 2 6 を 2 8 と し 、 2 5 を 2 7 と し 、 2 4 を 2 6 と し 、 そ の 前 に 次 の よ う に 加 え る 。
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二 十 七 日 か ら 施 行 す る 。

附 則

円）」を加え、同項3を削る
。
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 今 苫 5 年 3 J = l  2 2  1 3  ( 7 . k l l i  1 3 )  

別 表 二 十 六 の 項 中 2 3 を 2 4 と し 、 2 2 を 2 3 と し 、 そ の 前 に 次 の よ う に 加 え る 。

別 表 四 十 の 項 1 中 「 二 千 円 」 の 下 に 「 （ 法 第 二 十 条 第 二 項 の 規 定 の 適 用 を 受 け る 場 合 に は 、 四 千

（ 施 行 期 日 ）

こ の 条 例 は 、 令 和 五 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 別 表 四 十 の 項 の 改 正 規 定 は 、 同 年 三 月

（ 経 過 措 置 ）

が 涵 お 歯 叫
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石 川 県 体 育 施 設 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

石 川 県 条 例 第 六 号

cs
, 

こ の 条 例 は 、 令 和 五 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

附 則

う に 改 正 す る 。

（ 石 川 県 立 白 山 ろ く 民 俗 資 料 館 条 例 の 一 部 改 正 ）

改 め る 。

今 苫 5 年 3 J = l  2 2  1 3  ( 7 . k l l i  1 3 )  

こ の 条 例 に よ る 改 正 後 の 別 表 二 十 六 の 項 の 規 定 は 、 こ の 条 例 の 施 行 の 日 以 後 の 申 請 に 係 る 手 数

料 に つ い て 適 用 し 、 同 日 前 の 申 請 に 係 る 手 数 料 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。

石 川 県 立 美 術 館 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を こ こ に 公 布 す る 。

令 和 五 年 三 月 二 十 二 日

石 川 県 知 事 馳

石 川 県 立 美 術 館 条 例 （ 昭 和 五 十 八 年 石 川 県 条 例 第 二 十 八 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 一 条 中 「 及 び 博 物 館 法 （ 昭 和 二 十 六 年 法 律 第 二 百 八 十 五 号 ） 第 十 八 条 」 を 削 る 。

第 九 条 中 「 第 二 十 条 第 一 項 」 を 「 （ 昭 和 二 十 六 年 法 律 第 二 百 八 十 五 号 ） 第 二 十 三 条 第 一 項 」 に

石 川 県 立 歴 史 博 物 館 条 例 （ 昭 和 六 十 一 年 石 川 県 条 例 第 二 十 六 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正

第 一 条 中 「 及 び 博 物 館 法 （ 昭 和 二 十 六 年 法 律 第 二 百 八 十 五 号 ） 第 十 八 条 」 を 削 る 。

第 七 条 中 「 第 二 十 条 第 一 項 」 を 「 （ 昭 和 二 十 六 年 法 律 第 二 百 八 十 五 号 ） 第 二 十 三 条 第 一 項 」 に

第 三 条 石 川 県 立 白 山 ろ く 民 俗 資 料 館 条 例 （ 昭 和 五 十 四 年 石 川 県 条 例 第 三 十 一 号 ）

第 一 条 中 「 及 び 博 物 館 法 （ 昭 和 二 十 六 年 法 律 第 二 百 八 十 五 号 ） 第 十 八 条 」 を 削 る 。

石 川 県 体 育 施 設 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を こ こ に 公 布 す る 。

令 和 五 年 三 月 二 十 二 日

す る 。

第 二 条

（ 石 川 県 立 歴 史 博 物 館 条 例 の 一 部 改 正 ）

改 め る 。

第 一 条

（ 石 川 県 立 美 術 館 条 例 の 一 部 改 正 ）

石 川 県 条 例 第 五 号

2  

石 川 県 立 美 術 館 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

が

石 川 県 知 事 馳

涵 お 歯

の 一 部 を 次 の よ

叫
D

享

浩
浩



5  
次 の 一 項 を 加 え る 。

2  
許 を 与 え な い 。

に 改 正 す る 。

石 川 県 ふ ぐ の 処 理 等 の 規 制 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

石 川 県 条 例 第 八 号

こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

附 則
石 川 県 ス ポ ー ツ 推 進 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

石 川 県 条 例 第 七 号

石 川 県 ス ポ ー ツ 推 進 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を こ こ に 公 布 す る 。

令 和 五 年 三 月 二 十 二 日

石 川 県 ス ポ ー ツ 推 進 条 例 （ 平 成 二 十 九 年 石 川 県 条 例 第 三 十 一 号 ）

第 十 五 条 第 一 項 中 「 国 民 体 育 大 会 」 を 「 国 民 ス ポ ー ツ 大 会 」 に 改 め る 。

石 川 県 ふ ぐ の 処 理 等 の 規 制 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を こ こ に 公 布 す る 。

令 和 五 年 三 月 二 十 二 日

石 川 県 ふ ぐ の 処 理 等 の 規 制 に 関 す る 条 例 （ 平 成 十 八 年 石 川 県 条 例 第 三 十 三 号 ）

第 八 条 中 第 三 項 を 第 四 項 と し 、 第 二 項 を 第 三 項 と し 、 第 一 項 の 次 に 次 の 一 項 を 加 え る 。

知 事 は 、 満 十 五 歳 に 達 し た 日 以 後 の 最 初 の 三 月 三 十 一 日 が 終 了 し て い な い 者 に は 、 第 六 条 の 免

第 九 条 第 五 項 第 二 号 中 「 前 項 」 を 「 第 四 項 」 に 改 め 、 同 項 を 同 条 第 六 項 と し 、 同 条 第 四 項 の 次 に

ふ ぐ 処 理 資 格 者 は 、 そ の 免 許 証 を 破 り 、 又 は 汚 し た と き は 、 規 則 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 速 や

か に 、 そ の 免 許 証 を 添 え て そ の 再 交 付 を 知 事 に 申 請 し な け れ ば な ら な い 。

こ の 条 例 は 、 令 和 五 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

附 則

四 条 た だ し 書 に お い て 同 じ 。 ） 」 を 削 る 。

今 苫 5 年 3 J = l  2 2  1 3  ( 7 . k l l i  1 3 )  が

石 川 県 知 事 馳

第 二 条 第 一 項 の 表 石 川 県 白 山 一 里 野 シ ャ ン ツ ェ の 項 を 削 る 。

石 川 県 体 育 施 設 条 例 （ 昭 和 一 二 十 九 年 石 川 県 条 例 第 四 十 六 号 ）

涵 お 歯

の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。
浩

第 四 条 第 三 号 中 「 （ 石 川 県 白 山 一 里 野 シ ャ ン ツ ェ を 除 く 。 第 十 二 条 第 一 項 及 び 第 四 項 並 び に 第 十

の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

石 川 県 知 事 馳

の 一 部 を 次 の よ う

叫
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享

浩



六
ど も を い う 。

子 ど も の 貧 困 対 策 （ 第 八 十 三 条 の 四 • 第 八 十 三 条 の 五 ）

第 一 条 中 「 並 び に 」 を 「 、 」 に 改 め 、 「 子 ど も の 権 利 擁 護 」 の 下 に 「 、 ヤ ン グ ケ ア ラ ー ヘ の 支 援 並

ヤ ン グ ケ ア ラ ー 本 来 大 人 が 担 う と 想 定 さ れ る 家 事 、 家 族 の 世 話 等 を 日 常 的 に 行 っ て い る 子

第 九 条 第 二 項 中 「 こ の 項 」 の 下 に 「 、 第 八 十 三 条 の 三 第 二 項 、 第 八 十 三 条 の 五 第 二 項 」 を 加 え 、

第 二 条 に 次 の 一 号 を 加 え る 。

び に 子 ど も の 貧 困 対 策 」 を 加 え る 。

第 六 章 の

第 六 章 の ヤ ン グ ケ ア ラ ー ヘ の 支 援 （ 第 八 十 三 条 の ニ ・ 第 八 十 三 条 の 一 ― - ）

「 第 六 章 子 ど も の 権 利 擁 護 （ 第 七 十 八 条 I 第 八 十 三 条 ）

目 次 中 「 第 六 章 子 ど も の 権 利 擁 護 （ 第 七 十 八 条 ー 第 八 十 三 条 ） 」 を

い し か わ 子 ど も 総 合 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を こ こ に 公 布 す る 。

令 和 五 年 三 月 二 十 二 日

い し か わ 子 ど も 総 合 条 例 （ 平 成 十 九 年 石 川 県 条 例 第 十 八 号 ）

い し か わ 子 ど も 総 合 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

石 川 県 条 例 第 九 号

2  
（ 経 過 措 置 ）

こ の 条 例 の 施 行 前 に し た 行 為 に 対 す る 罰 則 の 適 用 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。

ー こ の 条 例 は 、 令 和 五 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

第 二 十 六 条 中 「 食 品 衛 生 法 第 五 十 五 条 第 一 項 の 許 可 を 受 け て 魚 介 類 販 売 業 又 は 魚 介 類 競 り 売 り 営

（ 施 行 期 日 ）

附 則

業 を 営 む 者 の う ち 、 」 を 削 る 。

る 講 習 会 を 受 け さ せ る よ う 努 め な け れ ば な ら な い 。

4  ふ ぐ 処 理 営 業 者 は 、 そ の ふ ぐ 処 理 施 設 に 置 か れ て い る ふ ぐ 処 理 資 格 者 に 第 十 条 第 五 項 に 規 定 す

第 二 十 二 条 に 次 の 一 項 を 加 え る 。

第 十 七 条 削 除

第 十 七 条 を 次 の よ う に 改 め る 。

5  ふ ぐ 処 理 資 格 者 は 、 知 事 が 行 う 講 習 会 又 は 知 事 が 適 正 と 認 め た 講 習 会 を 定 期 的 に 受 講 し 、 ふ ぐ

の 取 扱 い に 関 す る 新 し い 知 見 の 習 得 に 努 め な け れ ば な ら な い 。

第 十 条 に 次 の 一 項 を 加 え る 。

(
X
)
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第 五 条 の 二 の 次 に 次 の 二 条 を 加 え る 。

の 二 」 を 加 え る 。

二 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 一 条

石 川 県 条 例 第 十 ＿ 号

る 。
こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

石 川 県 条 例 第 十 号

2  
附 則

石 川 県 保 育 環 境 整 備 基 金 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

今 苫 5 年 3 J = l  2 2  1 3  ( 7 . k l l i  1 3 )  

附 則 た だ し 書 中 「 第 二 条 の 改 正 規 定 」 を 「 第 二 条 の 改 正 規 定 及 び 次 項 の 規 定 」 に 改 め 、 附 則 を

附 則 第 一 項 と し 、 同 項 に 見 出 し と し て 「 （ 施 行 期 日 ） 」 を 付 し 、 附 則 に 次 の 一 項 を 加 え る 。

（ 経 過 措 置 ）

前 項 た だ し 書 に 規 定 す る 規 定 の 施 行 前 に し た 行 為 に 対 す る 罰 則 の 適 用 に つ い て は 、 な お 従 前

石 川 県 保 育 環 境 整 備 基 金 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を こ こ に 公 布 す る 。

令 和 五 年 三 月 二 十 二 日

石 川 県 保 育 環 境 整 備 基 金 条 例 （ 平 成 二 十 一 年 石 川 県 条 例 第 三 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

附 則 第 二 項 中 「 令 和 六 年 三 月 三 十 一 日 」 を 「 令 和 七 年 三 月 三 十 一 日 」 に 改 め る 。

児 童 福 祉 施 設 の 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 を 定 め る 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を こ こ に 公 布 す

令 和 五 年 三 月 二 十 二 日

児 童 福 祉 施 設 の 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 を 定 め る 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

（ 児 童 福 祉 施 設 の 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 を 定 め る 条 例 の 一 部 改 正 ）

児 童 福 祉 施 設 の 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 を 定 め る 条 例 （ 平 成 二 十 四 年 石 川 県 条 例 第 六 十

第 五 条 第 一 項 中 「 第 十 一 条 の 二 」 を 「 第 十 一 条 の 三 」 に 改 め 、 「 こ の 条 」 の 下 に 「 、 第 十 一 条

（ 安 全 計 画 の 策 定 等 ）

第 五 条 の 三 児 童 福 祉 施 設 （ 助 産 施 設 、 児 童 遊 園 及 び 児 童 家 庭 支 援 セ ン タ ー を 除 く 。 以 下 こ の 条

及 び 次 条 に お い て 同 じ 。） は 、 児 童 の 安 全 の 確 保 を 図 る た め 、 当 該 児 童 福 祉 施 設 の 設 備 の 安 全

の 例 に よ る 。

が

石 川 県 知 事 馳

石 川 県 知 事 馳

涵 お 歯 叫
D

享

浩
浩

l l  



の
誓

>
召

1 2  今 苫 5 年 3 J = l  2 2  1 3  ( 7 . k l l i  1 3 )  が 涵 お 歯 叫
D

享



第
k弟l

r
/

 

，
 

8
を

る
三

る
K弟
た

—
一

石
2

 
7

次
三

る
ん

3
 

認定
実に

動車めにを自
認定

加える
九条第第九

゜
条

゜
第

号十
四条
県号
川,
-,
_.疋匹刃
、
員
-

を
携連型

第
こ

限
り

‘
達

援支
に

る
の

の
条

第
第

←
-

延
第-t

を
練を

-
k

交流
第

八
と

お
備唇設

第
一

八
に

の
行う

十
つ

八
十

が
い

八
一

十
改

二
-
胃
す

ー
。

三
石川

い
さ

整
疋

、
条

第
八

条
で

セ
て

条
第
項
を

ビ項
二

め
止

防
条

第
よ

期定的
し
一

し
一

ど
ど

の
こ

て
せ

き
ン

同
る

の
も

る
も

項を→ヽ
一

部を
も

‘
と

ど
項

次
°
の
I
~

営
項

る
一

め
項
中

施実す
園は

こと
運行す

園は
条予同

こ
項中

こ
園

こ
き

も
の

の
援
支
に

iー
に

の
゜

―附――
l

項第
の

る
‘

が
‘

ど
次

ど
の

れ
は

園
規

定
ー

通
所

-
す
関
規
-
疋

則条第十第
研並修

も
‘
 

通
で

る
子
ど

も
の

も
ら

‘
に

に
五

の
る

園を
き

と
園

---,
 

か
よ

園
備
叫
及
.び
又
児
童
障
児
害
入
園

に
項
を

接門直従
し

所入
し

-
る

に
号中

必一要な
と
期
定的

よ
る

き
も

一
の

ら
う

の
か
加
ぇ
,
.

て
、

居
宅

基
準

か
ひ、

す
努う

的目と
方法

は‘
の

贋
備設及び

十
第
に
設
備
及
び

へ
し

か
い

又
か

→
 

に
措
置を

る
に

に
子
ど
闊

改正
運

の
の

て
わ

る
る

は
訪

へ
わ

―
附

°
 

め
し

一
営

保
育

援
支

い
ら

゜
型

問
平

成
ら

L
_

 
項

な
し

よ
‘
 

ヽ

た
り

‘
も

外園

>
に

ビ
に
る
併
せ
支
障
が
と
保
所
育
若

に
交
流

十上
保所本若円

め
十
第条

予防
L

_
 

な
動車自

子ど
乗唇車の

おに
J¥
 

す関
を

す
関

基
て

っ
傘厚生

、
及び

を
の

ら
-

も
け

贋
な

い
さ

ー
な

連ヽ
;'

の
る

る
→

 ‘
 

る
準
を

い
し

て
せ

認定
し

]
 

ぃ

転者
席各

所在を
車降の

学習の

~ 
準を

準を
る

る
に

発
斎達

こ
き

も
項を

を
延

に
行

こ
確認し

際に‘
ための

定め
i・ 

定
め
例
条
こ
と

れら
は
、
園
に

一附
の防
対
し

い
‘
 

る
改め-

る
ーの

が
で

限り
‘

セ
児

童
児障

害
入園

除
＜
。

ノ十、
条
第
同
則第一

止の
ヽ

必要
れと

なけ
点呼

動移
し ヽ

例条
‘
 

例
条

部
改

き
児障害

ン
ヘ

し
-

—
八

ー
た

に
並

れ
そ

そ

>
の

項
同

へ
る

夕
の

の
て

を
号

-
項と
t

 め
応

列
ば

の
の

一
正

゜
の

l
い

い
の

じ
の

な
他

他

次のよ
表十一第

十六年
所てし

所入し
併せて

支障が
児童と

第八十
条二第

欠木第~同
ピ一項i

 
-

期練定を
毒食中の

誓座
ら

の
の

いな
子ど

子ど
項 の

び
°

も
も

次
に

の
の

に
う

条
い

‘
な

八
項

ハ
ズ

的
‘
 

所在を
動移の

次
し
一 れ

の

正改す
項削を

県例条
職
る
障
害
児
保
幼

せ
る
場
合
に
発

二項
規
定
す

次
に
則
第

施
実
す
及びま

変更
ら

-

ょ
確

た
項

今 苫 5 年 3 J = l  2 2  1 3  ( 7 . k l l i  1 3 )  が 涵 お 歯 叫
D

享 1 3  



第

第
十

条
四

4
 

3
次

に
て

ー
中

下
の

ー
れ

を
で

の
に

つ
は

同
第

項
第

な
い

き
こ

り

を
条
第
県
条
例
川
第

職員
の

る
認

定
と

一
条第

二
は

と
条ー
第同
提供

L
_

三
ー

に
三

前項
動該車当

自
程
度同

後方
→
 

ニ
の

規
定

こ
い

人
項

を
項

を
→他

誓
ほ

を
条

第
条

次
条

第
定に

数
と

こ
に

一
ふ

の
の

の
に

項第
の

の
に

が
が

ど
こう

限
項

認
定

加
ぇ

附
の

の
は

く
一

推
進

削り
ー

ニ
ょ

ー
め

に
備え

＝
 

＝
ょ

で
も

つ
の

こ
‘

項
第

う
る

ー
鸞等

—
‘

 
体讐

行う
っつ

〗疋ヽ当
に

翡
園

項と
に

堡
誓

に
門

靡
唇

眉
闊

者
り］

の
サ

の
た

ー
可

竺
の

を
第

い
て

ょ
っ

改
る

十
四

十
九

る
L

_
第十条

確認
l

落
見
と
前向き

門
則

第
の

超
え

二
の

に
て

代
ぇ

置り
し

い
‘

め
に

。
そ

の
は

の
‘

の
て

遊
、

‘
八

の

改に
千一

ー
事業等の

員人‘
ては

条第ー―
資格を

確保し
当たつ

‘
 る-
-

こど
かな

認定
附

備設
は

戯室
砿

律法十第
条の

条第―
対する

の
字ど

他の
のし

座の

め
条
第
部
を
人
員
備
設
及
び

な
項

有
す

な
て

子育
が
と

も
れ

け
こ

則第―
kャ
他
―
の

l
又
校
学
の
、条
四第

項
中

項
援支

下
も

車
内

ぉ
席以

る
次

ら
の

れ
け

該
璽当

て
園

とミ
：：：：：

兼ね
は

の
に

の
そ

°
 
—
の
‘
な
則
規
る

に
で

に
ば

も
項

か
の

の
れ

外
よ

い
者

ば
き

な
園

る
一

ズ
が

の
←

 
項
、
っ
、

連営
.—

 
゜

で
に

な
関

す
合

勤務
す

ら
の

ら
場

合
便阿

項
'

-一長園
項

中
並

い
ノ

園I日
u
 

第十
動車自

子ど
少な

附
運

関
す

る
て

い
も

し
保
健
師ヽ

保育士
あ

の
の

二
‘
 教育

条
の

見
落と

と
有

則
第
す
る

営に
る

基準
看護
等師
を

゜
園
の
経
験
を

満
、

に
で

てっ
職貝ロ

［i
 

-
る

瓦前学
歳

未
そ
の
及
び

—
 

のー
車降

頭nめ心
なし

一
゜

す関
基準
等を

に
保育士

の
す

関
を
□

L
_

 
長園

満
保育

0
 

L
_

 
し

い

干七
基る

定認より
も

の
有す

一歳未
看護又師

資格を
る

二項ず
←
 

と
兼ねに

て
ビと、

子のど
児の園

以
保育

加又を'
際のに

止防すを
れるら

のそも

条第
準
等
を
定
め

つ
格資を

る
満

有
す

-
特例

つ
を

る
保

-
-

-
,
育

の
改

に
も

iヤ
下

ヘ満
、

限
も

の

ー
る

こ
ど

て
看護等師を

の
は

る
繰
り
加
え
>

場
ム
口
所
の
下
に
め
‘
に
つ
い
-

同じ
―＝

項同
-

る
。

る
のを

他利用

隠
定

例
条

も
岱

有す
t

鸞
護
師
者

下
兌

で
設

第条
同

門
て

ご墨
の

を
喜

を
除＜

 
に
、

め
る

の
園

に
る

る
のも

つに
げ、

ぁ
っ
備
及
び
一
条
第
同

る
は

‘
満

表第十
1／ わT—

 
-
o

の

例
条

一
置も<

場
合

者
配

数
へ

い
附

て
二

教
育
'
そ

の
な

備
え

を
態様を

面
部改

に
に

置
し

が
以

て
則第

←
 

職員
二

項中
の

児園
三

け
、

連ヽ
～

則第
へ

お
よ

四
下

は
と

L項中—
保年育寸

保育
。

っ
条第

れ
こ

行
す

勘案
平

成
正

の
い

る
‘

未満人
‘
 

二
‘

に
k

 
ば

れ
三

-
と

て
援支

か
看護---
,

分当
項

那備瞑
っ

---
, 

条同
つ

ー
な

を
る

し
条

二
さ

は
つ

の
い

を
の

以
項

ら
用

と
て

ヽ
ヽ

ヽ

1 4  今 苫 5 年 3 J = l  2 2  1 3  ( 7 . k l l i  1 3 )  が 涵 お 歯 叫
D

享



閏>
在なし゚‘

 
＾

 
突ヽlli ~ 壬寸~ 

今 苫 5 年 3 J = l  2 2  1 3  ( 7 . k l l i  1 3 )  が 涵 お 歯 叫
D

享 1 5  



2
へ

l
ヘ<

十
四

の
布

に
第

第
3

2
 

第
—
＋
員
人

三
祉施

設こ
の

児
害

第
七

す
関

こ
四

第
れ

そ
そ

三
じ

＾
の

め
三

ヘ安
全

第―
 

八
二

備
設
の
策
定
等
行
施
す

項
準

を
は

条
四
を
な
障
害
児
児
障
害
の
運
行
す
行
う
も

訓練を
ば

の
及
び

の
の

条
十

へ
第

に
及

び
行

施
‘
 

削除
い

三
な

条
司
』
I

二
の

一
係

の
第

定
次

゜
の

ら
に

練
次

の
十

に
も

営
日

係
゜

の
る

五
よ

所在を
動移

場合
す

い
い

の
の

次

九
五

す
関

の
に

か
る

‘
 

事
等
業
条
例第十

年
う

る
゜

て
備設

の

及
び
条
の
る
除
を
く
。

す関
令和
-ら

備及
設び
条‘

四月
改に

確
-

夫
の

た
在所の

゜
実施にし

茎ズ
の

二条を
第

五
基

る
第

の
一

め
め

条
十

九
条

定
条

四
定

月
に
九
条
及
び
設
備
及
び

及
び
行
施
す

期
定

的
れ

従業者
と

墨
児ロ

生
C

 

に
め

め
二

す関
八第

る~
-
ば

-
ぃ

活
従

業買
お

る
の

る
十

-
運

行す
k

な
k

つ,
0

 
［
 

入-
そ

ぃ
‘

条
規

定
ー

る
七第

十
る

と
ら

対
-

の

準用すて
七第

例~
に

例~条
Hま

甚準等を
十―

運営
-

条二第
た゚

がで
る

害児障‘
計安全画

いな
°

し‘
 

定策を
他の

等障圭児Fコ
障圭児Fコ
‘
 

十
以

よ
以

で
二
に

だ
き

と
安I

i~
日

ー
る

の
一

し
る

き
の

、一
条

下
改

下
間

定
め

条
第

す
関

項
‘

法方
は

の
しヽ

お
常生

の

を^む巴＇
十

通
営

基
条

例条第
改

正
規定‘

り
で

行
い

け
る

確保
を

八
の

‘
の

の
い

‘
て

に
る

施外設

例←
 

準条
例ピ

よ
び例
条第
ー」

条
の

取組等
に

る
従

事
項

す関
の

た
第

十
と

る
の

第
に

の
所
在
を
車
降

応
と

い
動活‘

め
五

八
ぃ

改
正

改正
規定ヽ

の
じ

と
必

に
る

‘
 

条の
条の

いと
の

う。
後

規定は
五指条定障中

ノ条第、
備設及び

確認し
際の

のた
安全て

にも
要な

つい
指導
‘取
等組
を

祉該指定福当
規
定
~ー

ズ
、
事
等
業
-
第
の

二
第

に
‘
め
の

計画
前項‘

措置を
ての

に
よ

第
八

-
第

の
五

条
福児童

公‘
項
‘
条
四
中
運
営

な
け
,
.呼占ヽ

、動
移

の
の

講
計

画
従業者

含

1 6  今 苫 5 年 3 J = l  2 2  1 3  ( 7 . k l l i  1 3 )  が 涵 お 歯 叫
D

享



6
正

5
4

 
3

 

改
す

の
常

的
に

こ
害

児
動

車
を

自
含

む
第

わ
を

の
難

な
の

す
す

セ
こ

が
下

で
所

育
及

び
五動車を

る
す

じ
の

る
正

る
確認を

ブ
れ

五
第

る
行

っ
規

定
見落と

る
る

認
定

ン
の

あ
こ

あ
第

゜
る

な
二

改正
す

例条
に

ザ
を

の
二

条四
事情

夕
合場

る
の

つ
ー

よ
け

る
運

l
用

こ
に

こ
l

と
項

て
条

れ
ヘ第

後

ー
る

と
‘

規
定

講
じ

を
る

あ
を

定
も

‘
お

は
お

規定
め
—
+

な
る

こ
し

要
る

め
園

ブ
い

‘
い

な
と

1
 

ビ
れ

な
に
止
防
す
運
行
す

十
よ

子
ど

な
き

す
例

条
お

I
'
 

---.
 

よ
場
合

れ
る

に
三

ビ
-

ス
ば

い
つ

屑
ー

る
い

の
は

る
る

い
等

童
児

年ノ
、

ブ
;

-
る

ば
の

お
年

ス
の

な
こ

き
-

条
改

も
゜

定
認

‘
装

場
合

へ
て

の
ザ

-
セ

正
改

の
←
 
は

い

石
の

事
等
業
ら

と
難

困
な

る
る

つ
‘

正
の

こ
令
和
上
置

以
‘

設
置

の
三

1
項同

ン
所在

と
て

川
雷

等
な

か
装

悶
悶

麿
後

開
の

こ
へ

で
下

笙
麿

旦
竺

f.
夕

後
‘

瓜
す

準用す
例県条璽

い
で

置
の

場
合

ど
ノ

年
、

以
あ

二
に

ニ
-

I
の

の
一周知

の
゜

き
事

情
へ

で
庄

十
の

も
下

つ
定

証
条

代
わ

を
十

と
に

確認
る

貝の人ヽ
員人‘

るこ゚
があ

以下こ
あてつ

指定児童
八条、

確認を
おいに

三三月
のこ

て‘
こど

規定の
る

的目と
一ま日

］ぃ>
 

規摩る
おいて

備営設運基
係に

なし
羞さ

場合るを
人員の

ー
ザ

k
は

ぉ
八

け
ま

て
改

る
の

眉
を

と
れ

-

1
お

‘
ぃ

条
れ

で
に
正
て
〗

車当
-

の
部
を
運
営

運営
等

い
令

和
て

の
ば

の
フ

項
同

後
童

児
-
と
他
の

五
ぁ
門

営運
次

に
の

て
に

二
な

こ
の

日
条

る
の

に
す関

設置
,~

ブ
同

及
び

四
ら

ど
間
、
サ
、

に
営基

石
の

常
的

及
び

車
内

的Hと
の

の
と
、
嬰疋の

に

に
る

基
代ゎ

月
←等

規
定
す

お
八

条
゜

八
と

の
運

ブ
れ

を
た

ー一
に

る

改
基

準等を
の

三
い

十
の
―

‘
項
-

ぃ
る

と
-

確
認

を
行

す
ザ

用
の

動
車

を
自

項
し

っ
準等基
を

る
十

て
ー

ニ
ブ

に
ブ

、
'

-
-

I
 

の
な

ぃ
正
す
準
竿寸を

措
置
を
送迎を

一
ぃと

る
障

害
児

条
第

ザ
定

め
に

う
。

ザ
し

ズ
ど

る
等

を
い

落見と
規定

る
け

て

る
麿

B
ぅ゚

ブ
に

二
1
 

ブ
~
I

も
行
わ
保
〗査

る
よ

れ
は

゜
定

的目と
ま

ザ
お

項
等

る
ザ

を
そ

-
園

備
え
こ

日
の

努
う

ば
、

占ぢ
め

る
講
で
~
)
の
い
砿
の

t
I
 
f

の
開

の
な

と
[

腐
適

←
 

こ
る

じ
の

を
そ

て
他

け
な

に
用

め
と

れ
る

条例等
例竿条寸

て
し
間
ヽ
備
え
>

の
送

迎
準

用
す

五
置
設
及
び
も
等
を
る
の
条
第
九

備設
れ

い
つ

防止す
に

に
な

あ
ら

例
条第

児
障
害
た

他
を

十
の

備
え

こ
車

内
及

び
ば

童
発I児こ

き
行運す

つ
け

る
の

の
る

の
目

五
と

な
と

い
れ

の

の
一

動
車
を
自
動該車当

自
こ

車
内

的
る

条
使

用
所

在
て

に
の

項
運

営
ら

が
難

困
装置る

て
ば

は
規~疋中

一=:
 

一
部を

の
と

と
場
合
を

の
の

第
つ

子
ど

に
な

で
な

る
は

L
_

 
+
 

部を
所在

及
び

の
し

五
に
確
認

三
き

規
定

に
い

き
事

情
へ

以
場

合
‘

と
玉

施
→講

八
改

日
障

た
‘

代
条

困
も

関
゜

る
保

す
条

゜

今 苫 5 年 3 J = l  2 2  1 3  ( 7 . k l l i  1 3 )  が 涵 お 歯 叫
D

享 1 7  



2  

1 8  

な い 。

六
五

号 ） 第 二 条 第 二 項 に 規 定 す る 自 動 車 運 転 代 行 業 者 を い う 。

る 一 般 乗 用 旅 客 自 動 車 運 送 事 業 者 を い う 。

て 対 面 に よ り 販 売 す る 者 に 限 る 。 ） を い う 。

今 苫 5 年 3 J = l  2 2  1 3  ( 7 . k l l i  1 3 )  

附 則 第 三 項 中 「 第 十 一 条 の 二 」 を 「 第 十 一 条 の 三 」 に 改 め る 。

石 川 県 飲 酒 運 転 の 根 絶 に 関 す る 条 例 を こ こ に 公 布 す る 。

令 和 五 年 三 月 二 十 二 日

こ の 条 例 は 、 飲 酒 運 転 の 根 絶 に 関 し 、 道 路 交 通 法 （ 昭 和 三 十 五 年 法 律 第 百 五 号 。 以 下 「 法 」

と い う 。 ） に 定 め る も の の ほ か 、 基 本 理 念 を 定 め 、 県 、 市 町 、 県 民 及 び 事 業 者 の 責 務 を 明 ら か に

す る と と も に 、 施 策 の 基 本 的 な 事 項 を 定 め る こ と に よ り 、 飲 酒 運 転 の 根 絶 を 図 る た め の 施 策 を 総

合 的 に 推 進 し 、 も っ て 自 転 車 を 含 む 全 て の 車 両 で 飲 酒 運 転 の な い 、 県 民 及 び 観 光 客 等 の 誰 も が 安

心 し て 過 ご す こ と が で き る 地 域 社 会 の 実 現 に 寄 与 す る こ と を 目 的 と す る 。

（ 定 義 ）

こ の 条 例 に お い て 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 用 語 の 意 義 は 、 そ れ ぞ れ 当 該 各 号 に 定 め る と こ ろ に

法 第 六 十 五 条 第 一 項 の 規 定 に 違 反 し て 酒 気 を 帯 び て 車 両 を 運 転 す る 行 為 を い う 。

飲 食 店 営 業 者

酒 税 の 保 全 及 び 酒 類 業 組 合 等 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 二 十 八 年 法 律 第 七 号 ） 第 八

十 六 条 の 九 第 一 項 に 規 定 す る 酒 類 小 売 業 者 （ 同 項 の 販 売 場 （ 以 下 「 販 売 場 」 と い う 。 ） に お い

第 三 条
タ ク シ ー 事 業 者

運 転 代 行 業 者

（ 基 本 理 念 ）

道 路 運 送 法 （ 昭 和 二 十 六 年 法 律 第 百 八 十 三 号 ） 第 九 条 の 三 第 一 項 に 規 定 す

自 動 車 運 転 代 行 業 の 業 務 の 適 正 化 に 関 す る 法 律 （ 平 成 十 三 年 法 律 第 五 十 七

飲 酒 運 転 の 根 絶 は 、 全 て の 県 民 が 飲 酒 運 転 を し な い 、 さ せ な い 、 許 さ な い と い う 認 識 の 下 、

全 て の 車 両 で 飲 酒 運 転 を 絶 対 に し な い こ と 、 飲 酒 運 転 を す る お そ れ の あ る 者 に 対 し 車 両 又 は 酒 類

を 提 供 し な い こ と 及 び 飲 酒 運 転 に 係 る 車 両 に 同 乗 し な い こ と を 基 本 と し て 推 進 さ れ な け れ ば な ら

飲 酒 運 転 を 根 絶 す る た め の 社 会 環 境 づ く り は 、 事 業 者 、 家 庭 、 学 校 、 地 域 住 民 、 行 政 そ の 他 の

四 酒 類 小 売 業 者

飲 酒 運 転

車 両 法 第 二 条 第 一 項 第 八 号 に 規 定 す る 車 両 を い う 。

よ る 。

第 二 条

第 一 条

（ 目 的 ）

専 ら 客 に 酒 類 を 提 供 し て 飲 食 を さ せ る 営 業 を 行 う 者 を い う 。

石 川 県 飲 酒 運 転 の 根 絶 に 関 す る 条 例

石 川 県 条 例 第 十 二 号

が

石 川 県 知 事 馳

涵 お 歯 叫
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こ の 条 例 は 、 令 和 五 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。
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四
八、

゜
゜

円
円

石 川 県 保 健 休 養 林 施 設 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

石 川 県 条 例 第 十 四 号

こ の 条 例 は 、 令 和 五 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

附 則

部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

石 川 県 条 例 第 十 三 号

る 。
こ の 条 例 は 、 令 和 五 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

附 則

今 苫 5 年 3 J = l  2 2  1 3  ( 7 . k l l i  1 3 )  

石 川 県 知 事 馳

石 川 県 知 事 馳

石 川 県 に お け る 創 造 的 産 業 等 の 立 地 の 促 進 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を こ こ に 公 布 す

令 和 五 年 三 月 二 十 二 日

石 川 県 に お け る 創 造 的 産 業 等 の 立 地 の 促 進 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

石 川 県 に お け る 創 造 的 産 業 等 の 立 地 の 促 進 に 関 す る 条 例 （ 平 成 七 年 石 川 県 条 例 第 三 十 八 号 ）

第 三 条 第 一 項 第 一 号 中 「 五 億 円 以 上 」 を 「 産 業 高 次 機 能 施 設 に あ っ て は 五 億 円 以 上 、 空 港 ・ 港 湾

活 用 工 場 等 及 び 独 自 技 術 保 有 工 場 等 に あ っ て は 二 十 億 円 以 上 」 に 改 め る 。

石 川 県 保 健 休 養 林 施 設 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を こ こ に 公 布 す る 。

令 和 五 年 三 月 二 十 二 日

石 川 県 保 健 休 養 林 施 設 条 例 （ 昭 和 四 十 八 年 石 川 県 条 例 第 二 十 八 号 ）

別 表 フ ィ ー ル ド ア ス レ チ ッ ク の 項 中 「 十 五 歳 以 上 の 者 」 を 「 一 般 」 に 、 「 六 歳 以 上 十 五 歳 未 満 の

者 」 を 「 中 学 生 以 下 （ 未 就 学 児 を 除 く 。 ） 」 に 改 め 、 同 表 バ ー ベ キ ュ ー 炉 の 項 を 次 の よ う に 改 め る 。

が 涵 お 歯

の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

叫
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第 二 条

2 2  
（ 石 川 県 職 員 定 数 条 例 の 一 部 改 正 ）

三 千 七 百 二 十 三 人 」 を 削

六 十 六 人 」 に 改 め る 。

第 一 条

（ 石 川 県 教 職 員 定 数 条 例 の 一 部 改 正 ）

石 川 県 条 例 第 十 六 号

こ の 条 例 は 、 令 和 五 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

石 川 県 知 事 馳 浩

附則
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石 川 県 警 察 関 係 手 数 料 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

石 川 県 条 例 第 十 五 号

今 苫 5 年 3 J = l  2 2  1 3  ( 7 . k l l i  1 3 )  

石 川 県 警 察 関 係 手 数 料 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を こ こ に 公 布 す る 。

令 和 五 年 三 月 二 十 二 日

石 川 県 警 察 関 係 手 数 料 条 例 （ 平 成 十 二 年 石 川 県 条 例 第 二 十 七 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

別 表 七 の 項 中 2 9 を 3 1 と し 、 8 か ら 2 8 ま で を 1 0 か ら 3 0 ま で と し 、 7 の 次 に 次 の よ う に 加 え る 。

石 川 県 教 職 員 定 数 条 例 及 び 石 川 県 職 員 定 数 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を こ こ に 公 布 す る 。

令 和 五 年 三 月 二 十 二 日

石 川 県 教 職 員 定 数 条 例 及 び 石 川 県 職 員 定 数 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

石 川 県 教 職 員 定 数 条 例 （ 昭 和 四 十 四 年 石 川 県 条 例 第 十 三 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 二 条 第 一 項 第 一 号 中 「 二 千 六 百 三 十 九 人 」 を 「 二 千 六 百 四 十 八 人 」 に 改 め 、 同 条 第 二 項 第 一

号 中 「 六 千 二 百 二 十 九 人 」 を 「 六 千 二 百 十 人 」 に 改 め 、 同 項 第 二 号 中 「 二 百 七 十 三 人 」 を 「 二 百

石 川 県 職 員 定 数 条 例 （ 昭 和 二 十 四 年 石 川 県 条 例 第 十 二 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 二 条 第 一 項 中 「 二 百 二 十 四 人 」 を 「 二 百 四 十 七 人 」 に 改 め 、 「 計

が

石 川 県 知 事 馳

涵 お 歯 叫
D

享

浩



令和 5年 3月 22日（水曜日）

肉 ゜

石川県公報 号 外 23

宝忌

ト仄謬伶零四’ぐ因己ば母回~ 1 II]会心据~~ヤ心゜



24 令和 5年 3月 22日（水曜日） 石川県公報 号 外

(1箇月 2,350円送料とも） 発行人 〒920-8580 石川県金沢市鞍月 1丁目 1番地 石 川 県

印刷所〒921-8002 石川県金沢市玉鉾 4丁目 166番地 閥 共 栄 TEL(076)292-2236
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